
 

有 

埋蔵文化財包蔵地の取扱について 包蔵地外・開発 

開発行為 

・埋蔵文化財事前相談書 １部 

※添付図面（案内図、配置図、基礎断面図 等） 

試掘調査の有無 

【判断基準】 

道路（永久構築物）・地盤改良・浄化槽・深い掘削を伴う工事等 

① 試掘依頼書提出 

② 日程調整 

発掘調査 工事立会 慎重工事 

 

工 事 着 工 

注） 

・工事中に埋蔵文化財を発見したら文化財保護法第 96条に基づき発見届を提出して下さい。 

・試掘調査費用は原則として大磯町教育委員会が負担します。 

・発掘調査費用は原則として事業者負担となります。 

・工事立会は大磯町教育委員会職員が行います。 

 建物基礎掘削時等の際に立会いますので工事日程が決まり次第ご連絡ください。 

無 

埋蔵文化財無し 埋蔵文化財有り 

工事立会 

埋蔵文化財への影響を判断 

試掘調査 


